Animal Assisted Therapy研究会会則
１．目的

Animal Assisted Therapy研究会は、社会生活を送ることが困難な状況にある人々への動物介在療法及び動物介在活動を行うことにより、健全な社会を構築することを目的とした調査・研究を行うことを目的とする。
２．資金

会費及び寄付金、その他の活動によって得られた資金は、すべて１の目的のために用いられるものとする。

３．会員
（１）会員区分

　①活動会員　１の目的のために従事する者。原則として誰でもなることができる。
　　会費は年間１万円。

　②賛助会員　経済的に会を支えてくれる人々。原則として誰でもなることができる。

　　個人会員　会費は年間３０００円。

　　法人会員　会費は年間５０００円。

（２）会員資格

　入会時より１年間有効。

（３）退会事由

　　①会員は申し出によりいつでも退会できるものとする。

　　②会の名誉を傷つけるような行動があった場合は、即刻退会のうえ、法的措置を講ずる場合もある。

４．会費

　一度納入された会費の返還には応じないものとする。
　　　

　　　
